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Visnow, Navyra

To: Kayama, Koki (KH)
Subject: KPMG Policy Watch November and December 2025 

2026 年 1 ⽉ KPMG in Cambodia 

Policy Watchの最新号を送らせていただきます。本号では、5年を超える会計監査の提供に関する新たな規制を含

む、2025年11月及び12月における重要な動向を紹介しています。また、現在検討中の規制の概要や、企業が法令

に関する意⾒を伝えることができる機会についてもご紹介します。 

KPMGカンボジアは、今後も透明性が⾼く競争⼒があり企業にとって魅⼒的な規制環境の構築に向けて、政策対話

に積極的に取り組んでいきます。 

1. 2025 年 11 ⽉及び 12 ⽉の最新法規定 
 

2025年11月及び12月におけるカンボジアの企業に大きな影響を与える可能性がある主な法規定の概要は、以下の

とおりです。 

日付 内容 英語解説へのリンク 

2025 年 11 ⽉ 5 年を超える会計監査の提供 

(Accounting and Auditing Regulator (ACAR) – circular no. 037/25 ACAR  

dated 7 November 2025) 

ACAR（会計監査当局）は、5 年を超えて会計監査を継続する場合の指針を公

表し、被監査会社及び監査法人が遵守すべき手続を明確にしました。 

English 

2025 年 12 ⽉ 税務・会計・労務・⾏政⼿続に関する年次の法令遵守義務 
 

各種義務の遵守を改めてご認識いただき、将来のリスクや⾼額な罰⾦を回避す

るため、KPMG カンボジアは technical update を公表しました。当 technical 

update では、税務・会計・労務・⾏政手続に関する法令遵守義務と、法定の

提出期限についてご案内しています。 

English 

 

2. 注目動向 
 

現在進⾏中の法規定や今後の動向を先取りしてご紹介します。 

日付 内容 

2025 年 11 ⽉ 17 日 2026 年から 2028 年までの国内⽣産⾷品に対する VAT の国家負担 

⽇常⽣活に不可⽋な基礎的な国内⽣産⾷品については、家計負担の軽減及びカンボジアのサプライチ

ェーンの強化を目的として、2026 年 1 月から 2028 年 12 月までの間、VAT が国家負担扱いとなり

ます。 

2025 年 11 ⽉ 19 日 農業分野に対する税制優遇措置 

この優遇措置は、2026 年 1 月から 2027 年 12 月まで有効であり、カンボジアの農業分野及びそれ

らの輸出の成⻑と競争⼒の推進を目的としています。 

2025 年 11 ⽉ 28 日 地方開発の国家政策案 （2025–2035） 

農業、⽔産業、⽔資源管理、地⽅インフラの成⻑を促進するため、包括的な戦略が内閣で審議されて

います。  

2025 年 12 ⽉ 8 日 主要⾷品に対する VAT 免除を 2028 年まで延⻑ 

この措置は、国内⽣産された主要⾷品に適用される VAT を政府が負担することで、⽣活費の軽減す

ることを目的としています。 

2025 年 12 ⽉ 31 日 カンボジアが 5G サービスを正式に開始 

一般向けサービスが 2026 年 1 月 1 ⽇午前 0 時に開始され、プノンペン及び主要州で国内大手通信

事業者によるサービス提供が、新年の祝賀と共に始まりました。これは単なるインターネットの⾼速
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化に留まらず、カンボジアのデジタルの基盤となり、イノベーションを促進し、社会・経済の変⾰を

支えるものです。 

 

3. KPMG の活動 
 

2025 年 12 月 4 ⽇ – KPMG カンボジアのアドバイザリー部門の責任者である James Roberts が、B2B Cambodia（カン

ボジアのビジネスポータルサイト）でカンボジアの経済⾒通し、課題、投資家のセンチメントについて議論をしました。 

インタビューの詳細はこちら Part I and Part II 

 

2025 年 12 月 4 ⽇ – KPMG カンボジアは、信託に関する紛争解決評議会の組織及び機能に関する Prakas の草

案に対する意⾒を収集するための公開ワークショップに参加しました。 

 

2025 年 12 月 18 ⽇– KPMG カンボジアは、教育機会の拡大とテクノロジー分野におけるジェンダーの多様性の

推進に対する取り組みが評価され、アメリカ商工会の CSR 晩餐会において表彰されました。 

 

2025 年 12 月 18 ⽇と 24 ⽇– KPMG カンボジアの税務・コーポレートサービス部門のアソシエイトダイレクターである

Seyla Neou が、輸出のための⽣産加工及び貿易の円滑化について議論する、官⺠合同協議会のワーキンググル

ープ G に出席しました。 

  
 

Best regards, 

KPMG in Cambodia 
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